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    教育委員会告示     

 

鹿児島県教育委員会告示第７号 

 鹿児島県文化財保護条例（昭和30年鹿児島県条例第48号）第31条第２項の規定に基づき、次

の表に掲げる鹿児島県指定史跡の指定は、令和８年２月17日付けで解除されたものとなるの

で、同条第３項において準用する同条例第５条第４項の規定に基づき告示する。 

  令和８年５月１日 

                     鹿児島県教育委員会教育長  地頭所恵    

 史跡 

名  称 所 在 地 所有者又は管理者 指 定 告 示 

和泊町の世之
よ の

主
ぬし

の墓 

大島郡和泊町
  

大字内城字泉

川808番 

和泊町
 

 昭和41年３月11日
 

 

教育委員会告示第１号 

 

鹿児島県教育委員会告示第８号 

 鹿児島県文化財保護条例（昭和30年鹿児島県条例第48号）第４条第１項及び第25条第１項の

規定により、次の表に掲げる文化財を鹿児島県指定有形文化財及び鹿児島県指定無形民俗文化

財に指定する。 

  令和８年５月１日 

                     鹿児島県教育委員会教育長  地頭所恵    

 有形文化財（建造物） 

名  称 所 在 地 
所有者又は 

管理者等 
備     考 

旧
きゅう

島
しま

津
づ

家
け

天神
てんじん

脇
わき

別邸
べってい

 主屋
お も や

  

石蔵
いしぐら

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鹿児島市吉野
 

町9685
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般財団法
 

人陽山美術
 

館
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 旧
 

島津家別邸主屋は、「明治四十三年

書類 綴
つづり

」及び「明治四十四年文書往復

綴
つづり

庶務支部」により、島津家第30代当

主忠重時代の明治43年４月30日に新築さ

れたことや、島津家内では「天神脇別

邸」と呼称されていたことが明らかとな

った。同資料中には、石蔵建設について

の記載も見られ、石蔵は、主屋と同時期

の建物で、近代建築として歴史が十分で

あり、別邸の威容を支える不可欠な構成

建築物と言える。このことから、令和７ 
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   年４月30日指定の「旧島津家別邸 主

屋」に石蔵を追加して指定するととも

に、その名称を「旧島津家天神脇別邸 

主屋 石蔵」に改める。 

 有形文化財（考古資料） 

名  称 所 在 地 
所有者又は 

管理者等 
備     考 

伊佐
い さ

盆地
ぼ ん ち

一帯
いったい

の

土
ど

馬
ば

及
およ

び人形
ひとがた

 

伊
 

佐市菱刈前

目
 

2019番地１

菱刈郷土資料

館 

伊
 

佐市  伊佐盆地では、岡野
お か の

遺跡、津
つ

栗野
ぐ り の

遺跡

及び塞
せ

ノ神
かみ

遺跡などから、奈良時代から

平安時代の土馬及び人形が、集中して出

土している。 

 岡野遺跡では、直径60cmほどの円形を

呈し内側に木炭が充填された石囲いの中

央部に置かれた底部
て い ぶ

穿孔
せんこう

がある土師質
は じ し つ

の

壺の内部に、土馬、人形及び土板
ど ば ん

が納め

られていた。 

 土馬及び人形は、県内では、他に姶良

市及び志布志市で出土例があるが、伊佐

盆地のものは、最も出土数が多いこと、

出土状況がはっきりしていることから、

貴重である。 

無形民俗文化財 

名  称 所 在 地 
所有者又は 

管理者等 
備     考 

藺
い

牟田
む た

麓
ふもと

の 田
た

の神戻
かみもど

し 

 

 
 

摩川内市 

答
 

院町藺牟田 

麓
 

壮年同志

会
 

 

 田の神戻しは、田の神講
かみこう

の成員
せいいん

の家の

床
 

の間に祀られていた田の神石像を一年

交替で持ち回る宿
やど

換
が

えの行事であり、

「田の神講」の一部である。現在は４月

上旬に実施され、旧座元
きゅうざもと

（宿
やど

）から始ま

り、レンゲ畑や公民館で踊りを奉納す

る。 

 藺牟田麓地区の田の神戻しは、花に彩

られた美しさにおいて他に類はなく、田

の神講と家
いえ

移
うつ

りが盛大な行事として伝承

されていることは貴重である。また、こ

の地域では文献や石碑などから江戸時代

の田の神講の様子も窺え、田の神信仰と

田の神石像、田の神講との関連を考える

上で重要である。 

 


